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寄附を

政治家は
贈らない！

寄附を

政治家から
受取らない！

三ない運動

寄附を

有権者は
求めない！

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を
実現するために寄附禁止のルールを守りましょう

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多
いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や
物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。ま
た、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁
止されています。
　ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

問い合わせ先　和水町選挙管理委員会（本庁　総務課内）　☎0968・86・5720

次
の
①
か
ら
④
ま
で
及
び
⑥
の
項
目

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
、
公
民
権

停
止
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に

寄
附
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
や

名
義
に
か
か
わ
ら
ず
、
罰
則
を
も
っ

て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
政

治
家
以
外
の
者
が
政
治
家
名
義
の
寄

附
を
す
る
こ
と
も
同
様
で
す
。

※

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
ま
た
は
そ
の
支
部

や
親
族
に
対
す
る
も
の
な
ど
は
、
禁
止
の
対
象

か
ら
除
か
れ
ま
す
。

※

政
治
家
本
人
が
出
席
す
る
結
婚
披
露
宴
に
お

け
る
祝
儀
や
葬
式
（
通
夜
）
に
お
け
る
香
典
は

罰
則
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。
（
選
挙

に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
合
や
、
通
常
一
般
の
社

交
の
程
度
を
超
え
て
い
る
場
合
は
処
罰
さ
れ
ま

す
。
）

②
政
治
家
に
対
す
る

　
寄
附
の
勧
誘
・
要
求
の
禁
止

　
政
治
家
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
よ

う
勧
誘
や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
政
治
家
を
威
迫
し

て
、
あ
る
い
は
、
政
治
家
の
当
選
ま

た
は
被
選
挙
権
を
失
わ
せ
る
目
的
で

勧
誘
や
要
求
を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま

す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附
を
求
め
る

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し

て
求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の

　
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ

る
団
体
や
会
社
が
、
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
、
政
治
家
の
氏
名
を
表
示
し

た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で

寄
附
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
選
挙
に
関
し
て
寄
附
を
す
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

④
政
治
家
の
後
援
団
体
の

　
寄
附
の
禁
止

　
政
治
家
の
後
援
団
体
（
い
わ
ゆ
る

後
援
会
）
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
対
し
て
、
花
輪
等
や
、
こ
れ
に
類

す
る
も
の
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体

の
設
立
目
的
に
よ
り
行
わ
れ
る
行
事

や
事
業
に
関
す
る
寄
附
以
外
の
寄
附

を
す
る
と
、
そ
の
時
期
や
名
義
の
い

か
ん
に
関
わ
ら
ず
処
罰
さ
れ
ま
す
。

※

一
般
の
政
党
支
部
は
後
援
団
体
に
は
当
た
り

ま
せ
ん
が
、
③
に
あ
る
よ
う
に
、
政
治
家
の
氏

名
を
表
示
し
た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法

で
寄
附
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
の

　
禁
止　

政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も

の
を
除
き
、
年
賀
状
等
の
時
候
の
あ

い
さ
つ
状
（
電
報
等
も
含
む
）
を
出

す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る

　
有
料
広
告
の
禁
止

　政治
家
や
政
治
家
の
後
援
団
体

（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）
が
、
選
挙
区

内
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て

あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
の
広

告
を
新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
出
す
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。
政
治
家
や
後
援
団

体
に
対
し
、
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す

る
有
料
広
告
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し
て
求
め
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

政治家の寄附禁止の対象例

みんなで
徹底しよう

和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙のお知らせ

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも禁止されています

お歳暮・お年賀

お祭りへの
寄附・差し入れ

落成式・開店祝等
の花輪

地域の運動会等への
飲食物等の差し入れ

入学祝・卒業祝

病気見舞

秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典

町内会の集会・
旅行等の催物への

寸志・飲食物の差し入れ

葬儀の
花輪・供花

　任期満了に伴う和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙の選挙期日が次のとおり決定されました。

※選挙に関するその他の日程等については、１月開催の選挙管理委員会で決定する予定です。
※選挙に関する詳細等については、広報なごみ、町ホームページ等で随時お知らせする予定です。

告示日　平成30年３月20日（火）

投票日　平成30年３月25日（日）

総
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　課
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づ
く
り
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課

健
康
福
祉
課

税
務
住
民
課

農
林
振
興
課

建

　設

　課

農
業
委
員
会
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告示日　令和８年３月17日火

投票日　令和８年３月22日日

政治家の寄附は禁止、有権者が
求めることも禁止されています

　問 まちづくり課　商工観光係　☎0968・86・5721　問 和水町選挙管理委員会　☎0968・86・5720

第３次和水町まちづくり総合計画（案）への
パブリックコメントを募集します

　問 まちづくり課　企画調整係　☎0968・86・5721

◆パブリックコメントとは
　町の施策や基本方針となるさまざまな計画などの意思
決定の過程において、計画（案）を公表し、町民の皆さ
んからの意見を求め、提出された意見を考慮して意思決
定を行うことです。

◆まちづくり総合計画とは
　まちづくり総合計画とは、地方自治体における行政運
営の最上位計画であり、自治体の将来像や方向性を町民
と共有し、一体となってまちづくりを進めるための総合
的な指針です。

◆意見の提出について
▶計画（案）の閲覧について
（1）町ホームページに掲載しています。
（2） 本庁まちづくり課、支所地域振興課で閲覧できます。
▶意見の提出ができる人
（1）本町の区域内に住所を有する人
（2） 本町の区域内に事務所又は事業所を有する個人、

法人及びその他の団体
（3）本町の区域内の事務所又は事業所に勤務する人
（4）本町に対して納税義務を有する個人及び法人
（5） 本手続きに関する事案に利害関係を有する個人、

法人及びその他の団体
▶意見の提出方法、提出先
　「意見書」に必要事項を明記のうえ、次のいずれかの
方法でご提出ください。なお、「意見書」は町ホームペー

ジでダウンロードできるほか、本庁まちづくり課、支所
地域振興課に備え付けています。
（1）メール（msui@town.nagomi.lg.jp）
（2） 郵送（〒865－0192　和水町江田3886番地　　

和水町まちづくり課）
（3）FAX（0968・86・4215）
（4）持参（和水町役場本庁２階まちづくり課）
▶意見書提出期間
　１月13日火から１月27日火まで
▶意見の取扱い
　・ いただいたご意見を考慮して、計画の意思決定を行
います。

　・ いただいたご意見は、公表することが不適切である
ものを除き、公表します。

第3次和水町まちづくり総合計画（案）について
【計画の構成】基本構想と基本計画で構成します。
【基 本 構 想】計画期間中、町が目指す将来像や基本目標を示すまちづくりの総合的な指針。
【基 本 計 画】 基本構想に掲げる町の将来像を実現するために取り組むべき施策を体系的・総合的に示した計画。

今回は前期４年間の「前期基本計画」のことをいいます。
【計 画 期 間】令和８年度から令和15年度までの８年間となっています。
【策 定 方 法】 現行計画（第２次和水町まちづくり総合計画）の振り返り、町民アンケート、町民ワークショップを行い、

町民の皆さんのご意見を広く聴取し策定を進めています。また、計画の策定にあたっては、条例に基
づき「和水町振興計画審議会」で調査及び審議を行っています。

第３次和水町まちづくり総合計画で掲げる町の将来像
「温もりをつなぎ　誇りを育む　わたしたちの和水町」

　今後も進展する人口減少に対応しながら、今後の和水町を担う人材を育成するとともに、町民の皆さんのつながり
やコミュニティを大切につないでいくことで、町外からも魅力的で、町民の皆さんが誇れる町を目指す願いが込めら
れています。

　将来像を実現するため、６つの分野に分けた基本目標を設定します。

基本目標１
安心・安全に暮らせるまち
【安心・安全・地域連携】

基本目標２
住みたくなる魅力のあるまち
【移住定住・町の魅力づくり】

基本目標３
活気あふれる個性豊かなまち

【農林水産業、商工業振興・企業誘致・雇用創出】

基本目標４
未来を担う人が育つまち
【文化教育・人材育成】

基本目標５
便利な生活と豊かな自然が共存するまち

【生活基盤】

基本目標６
地域と共に歩む「協働」のまち
【協働・行財政運営】
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